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(57)【要約】
　ヘッドホンまたはイヤホン（１０；５０）がユーザの
耳に装着されるようになったケーシング（１２）から成
り、このケーシング（１２）は、ダイヤフラムを備えた
ドライバ（２２）を包囲している。ドライバ（２２）の
後ろには後側クロージャ要素（１５；５２）か設けられ
、ドライバ（２２）は、その前側フェースの周囲近傍と
係合した少なくとも１つの弾性要素（２３）に圧着され
、あるいは変形例として、２つのかかる弾性要素（２３
，２４）相互間で締め付けられる。ケーシング（１２）
は、ドライバ（２２）の前に設けられていて、音をユー
ザに耳にもたらすようになった音出口ダクト（１８）と
連通したキャビティを構成している。音出口ダクト（１
８）は、断面積がダイヤフラムの断面積の１８％～２８
％の絞りダクト部分を備えるのが良い。ドライバ（２２
）の後ろには、密閉気密キャビティが設けられるのが良
く、あるいは変形例として、後側クロージャ要素（５２
）が音出口ダクト（１８）と整列した後側出口ダクト（
５４）を備えても良い。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの耳に装着するようになったケーシングを有するヘッドホンまたはイヤホンであ
って、前記ケーシングは、ドライバを位置決めするキャビティを構成するとともに音を前
記ユーザの耳にもたらすよう前記キャビティの前側端部と連通した音出口ダクトを構成し
、前記ケーシングは、後側クロージャ要素を備え、前記ケーシングは、ドライバを包囲し
、前記ドライバの前側フェースにはダイヤフラムが設けられ、前記ドライバは、前記ドラ
イバ位置決めキャビティを前記ドライバの後ろに位置する後側キャビティと前記ドライバ
の前側に位置する前側キャビティに分割し、前記前側キャビティは、前記音出口ダクトと
連通し、前記ヘッドホンまたはイヤホンは、少なくとも１つの弾性要素を更に有し、前記
ドライバは、この前側フェースの周囲近傍と係合した弾性要素と後側フェースに係合した
後側要素との間で締め付けられ、前記前側フェースに係合した前記弾性要素は、前記前側
キャビティの端フェースと前記ドライバの前側フェースとの間で圧縮されている、ヘッド
ホンまたはイヤホン。
【請求項２】
　前記後側要素は、弾性要素でもあり、前記後側要素は、前記ドライバの前記後側フェー
スの周囲近傍に係合する、請求項１記載のヘッドホンまたはイヤホン。
【請求項３】
　前記弾性要素は、Ｏリングシールまたはガスケットである、請求項１または２記載のヘ
ッドホンまたはイヤホン。
【請求項４】
　前記後側クロージャ要素は、ねじ式連結部によって前記ケーシングに連結されている、
請求項１～３のうちいずれか一に記載のヘッドホンまたはイヤホン。
【請求項５】
　前記後側クロージャ要素は、少なくとも部分的に前記キャビティの端部分内に嵌まり込
み、前記ねじ式連結部は、前記キャビティの前記端部分の内壁に設けられたねじ山を含む
、請求項４記載のヘッドホンまたはイヤホン。
【請求項６】
　前記音出口ダクトは、前記ドライバの最も近くに位置する端のところが最も幅が広くか
つ前記絞りダクト部分まで先細になっているテーパ付きダクト部分を有する、請求項１～
５のうちいずれか一に記載のヘッドホンまたはイヤホン。
【請求項７】
　前記テーパ付きダクト部分は、前記音出口ダクトの長手方向軸線に対して４０°から５
０°の角度をなして傾けられた直線テーパを有する、請求項６記載のヘッドホンまたはイ
ヤホン。
【請求項８】
　前記音出口ダクトは、断面積が前記ダイヤフラムの断面積の１９％～３０％の絞りダク
ト部分を備えている、請求項１～７のうちいずれか一に記載のヘッドホンまたはイヤホン
。
【請求項９】
　前記後側キャビティは、密閉気密キャビティである、請求項１～８のうちいずれか一に
記載のヘッドホンまたはイヤホン。
【請求項１０】
　前記後側キャビティは、前記音出口ダクトと軸方向に整列した後側出口ポートを構成し
ている、請求項１～８のうちいずれか一に記載のヘッドホンまたはイヤホン。
【請求項１１】
　前記後側出口ポートは、前記音出口ダクトの前記絞りダクト部分と同一の断面積の後側
絞りダクト部分を備える、請求項１０記載のヘッドホンまたはイヤホン。
【請求項１２】
　前記ケーシングは、前記ドライバに連結可能なケーブルを導入させるスロットを構成す
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る壁を備えた円筒形キャビティを有し、前記ヘッドホンまたはイヤホンは、前記スロット
内に位置することができる入口ダクトを構成するケーブル案内と、前記円筒形キャビティ
内に軸方向に嵌まり込む締め付けリングとを更に有し、前記ケーブル案内は、２つの合致
する部品、すなわち、前記入口ダクトの一方の側を構成するとともに前記締め付けリング
の一方のフェースの弧状部分を構成して前記弧状部分の端相互間に周方向隙間を生じさせ
る第１の部品および前記入口ダクトの他方の側を構成するとともに前記締め付けリングの
残部を構成する第２の部品を含み、前記２つの部品が互いに合わされると、前記締め付け
リングは、実質的に連続した前側フェースおよび実質的に連続した後側フェースを有する
、請求項１～１１のうちいずれか一に記載のヘッドホンまたはイヤホン。
【請求項１３】
　前記ケーブル案内の前記第２の部品は、前記締め付けリングの後側フェースを形成する
リングを構成し、前記ケーブル案内の前記第１の部品の前記弧状部分の前記端相互間の前
記周方向隙間内に嵌まり込む弧状部分が前記後側フェースから突き出ている、請求項１２
記載のヘッドホンまたはイヤホン。
【請求項１４】
　実質的に添付の図面の図１および図２、図４～図６のうち任意の１つの図、図７、また
は図８もしくは図９および図１０を参照して本明細書において説明するとともに当該図に
示されたヘッドホンまたはイヤホン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘッドホンまたはイヤホン、特にユーザの耳の端部内にユーザによって入れ
られるイヤホン（これが全てではない）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ヘッドホンまたはイヤホンは、近くにいる他人に聞こえないように音楽またはラジオを
聞きたい人によって用いられる場合が多い。イヤホンは、「耳内モニタ（in-ear monitor
）」、英語表記の頭文字をとってＩＥＭ、または「耳内ヘッドホン（in-ear headphone）
」と呼ばれる場合があり、かかるイヤホンは、ユーザの外耳道内に嵌まり込むよう寸法決
めされているのが良く、その結果、これらイヤホンは、使用中にほぼ見えないようにする
ことができる。これとは対照的に、ヘッドホンは、典型的には、頭の頂部上を通るバンド
によって支持された状態で耳の外側に被さり、したがって、相当大きい。一例を挙げると
、イヤホンは、１０ｍｍ未満、例えば８ｍｍまたは５ｍｍの直径のダイヤフラムを有する
場合があり、これに対し、ヘッドホンは、典型的には６０ｍｍ未満、例えば３５ｍｍまた
は２０ｍｍのダイヤフラムを有する場合がある。かかる場合、音源は、従来型ラウドスピ
ーカよりも極めて小さく、その結果、可聴音スペクトル全体にわたって正確な音の再現を
達成する上での問題が生じる場合がある。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明によれば、ユーザの耳に装着するようになったケーシングを有するヘッドホンま
たはイヤホンであって、ケーシングは、ドライバを位置決めするキャビティを構成すると
ともに音をユーザの耳にもたらすようキャビティの前側端部と連通した音出口ダクトを構
成し、ケーシングは、後側クロージャ要素を備え、ケーシングは、ドライバを包囲し、ド
ライバの前側フェースにはダイヤフラムが設けられ、ドライバは、ドライバ位置決めキャ
ビティをドライバの後ろに位置する後側キャビティとドライバの前側に位置する前側キャ
ビティに分割し、前側キャビティは、音出口ダクトと連通し、ヘッドホンまたはイヤホン
は、少なくとも１つの弾性要素を更に有し、ドライバは、この前側フェースの周囲近傍と
係合した弾性要素と後側フェースに係合した後側要素との間で締め付けられ、前側フェー
スに係合した弾性要素は、前側キャビティの端フェースとドライバの前側フェースとの間
で圧縮されていることを特徴とするヘッドホンまたはイヤホンが提供される。
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【０００４】
　弾性要素は、Ｏリングシールまたはガスケットであるのが良く、かかる弾性要素は、ド
ライバの前側フェースの周囲を前側キャビティの端フェースに封着するのが良い。
【０００５】
　一オプションでは、後側要素は、弾性要素でもあり、後側要素は、ドライバの後側フェ
ースの周囲近傍に係合し、後側要素は、この場合、ドライバの後側フェースと後側キャビ
ティの端フェースとの間で圧縮されるのが良い。
【０００６】
　後側クロージャ要素は、ねじ式連結部によってケーシングに連結されるのが良く、ある
いは、ラッチまたはクリップ機構体によって固定されても良い。特に、後側クロージャ要
素は、少なくとも部分的にキャビティの端部分内に嵌まり込むのが良く、ねじ式連結部は
、キャビティの端部分の内壁に設けられたねじ山を含むのが良い。
【０００７】
　音出口ダクトは、好ましくは、テーパ付きダクト部分を含み、このテーパ付きダクト部
分は、キャビティの前側端部が音出口ダクトと連通している場所であるのが良く、テーパ
は、例えば、音出口ダクトの長手方向軸線に対して４０°～５０°、例えば４５°に傾け
られるのが良い。
【０００８】
　音出口ダクトは、ダイヤフラムよりも幅の狭いものであり、かかる音出口ダクトは、断
面積がダイヤフラムの断面積の１９％～３０％の絞りダクト部分を備えるのが良い。絞り
ダクト部分は、最も小さな断面積の音出口ダクトの部分である。ダイヤフラムと絞りダク
ト部分の両方が円形断面のものである場合、この制約は、絞りダクト部分の直径がダイヤ
フラムの直径の約４４％～５５％であることが必要であるという要件と等価であり、最適
値は、ダイヤフラムの直径の約４９％である。
【０００９】
　後側キャビティは、密閉気密キャビティであるのが良く、あるいは変形例として、後側
キャビティは、後側出口ポートを備えても良い。後側出口ポートは、これが設けられる場
合、音出口ダクトと軸方向に整列するのが良く、望ましくは、第２の出口ダクトの絞りダ
クト部分と同一の断面積の後側絞りダクト部分を備える。これらの特徴については本発明
の他の観点と関連して以下に詳細に説明する。
【００１０】
　理解されるように、ドライバへの電気接続が行われなければならない。これには、ドラ
イバの後部に接続されるケーブルが必要である。これは、ケーブル案内を利用するのが良
い。
【００１１】
　別の観点では、本発明は、イヤホン、ヘッドホンまたはマイクロホンのケーシングに用
いられるケーブル案内を提供し、このケーシングは、ドライバに連結可能なケーブルを導
入させるスロットを構成する壁を備えた円筒形キャビティを有し、ケーシングは、後側ク
ロージャ要素を備え、ヘッドホンまたはイヤホンは、スロット内に位置することができる
入口ダクトを構成するケーブル案内と、円筒形キャビティ内に軸方向に嵌まり込む締め付
けリングとを更に有し、ケーブル案内は、２つの合致する部品、すなわち、入口ダクトの
一方の側部を構成するとともに締め付けリングの一方のフェースの弧状部分を構成して弧
状部分の端相互間に周方向隙間を生じさせる第１の部品および入口ダクトの他方の側部を
構成するとともに締め付けリングの残部を構成する第２の部品を含み、２つの部品が互い
に合わされると、締め付けリングは、実質的に連続した前側フェースおよび実質的に連続
した後側フェースを有する。
【００１２】
　組み立ての際、ケーブルをケーブル案内に通す必要がなく、このようにケーブル案内に
ケーブルを通すことは、確かなこととして言えば、ケーブルの端部がケーシング内の電気
音響変換器、例えばドライバにはんだ付けされる場合に困難な場合がある。ケーブルを弧
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状部分の端相互間の周方向隙間に通してケーブルをケーブル案内の第１の部品中に布設し
、次にケーブル案内の第１の部品と第２の部品を互いに合致させることが必要であるに過
ぎない。第１の部品と第２の部品は、組み合わせ状態で、実質的に連続した前側フェース
および実質的に連続した後側フェースを有する締め付けリングを形成する。
【００１３】
　一実施形態では、ケーブル案内の第２の部品は、締め付けリングの後側フェースを形成
するリングを構成し、第１の部品の弧状部分の端相互間の周方向隙間内に嵌まり込む弧状
部分が後側フェースから突き出ている。変形実施形態では、第１の部分は、弧状部分を備
えるだけでなく後方に突き出た弧状部品をも備え、第２の部分は、後方に突き出た弧状部
品が嵌まり込む隙間を備えた弧状リング部分を備える。
【００１４】
　それ故、ケーシング内にドライバが設けられている場合、ドライバに通じるケーブルを
ケーブル案内に通すことができ、すると、後側クロージャ要素は、締め付けリングの後側
フェースへの圧力をもたらすことができる。締め付けリングにより、実質的に一様な圧力
がケーブル案内によりケーブルそれ自体が圧縮されていないようにされている間、ドライ
バの周囲全体に沿ってぐるりと加えることができる。
【００１５】
　入口ダクトは、好ましくは、ケーブルを締め付けるクランプ、例えば内側隆起部を備え
、その結果、ケーブルに加わる張力が、ケーブルがドライバに固定されているはんだ継手
に直接作用しないで、ケーブル案内、したがってケーブルに伝えられる。
【００１６】
　かかるケーブル案内は、場合によっては、金属で作られるのが良い。より代表的には、
ケーブル案内は、プラスチック材料、例えばポリウレタン、ポリ塩化ビニル、ナイロン（
ポリアミド）およびデルリン（商標）（ポリオキシメチレンまたはアセタール）で作られ
る。プラスチックの選択は、特定の状況で必要な使用および可撓性で決まる場合がある。
大きなケーシングが大きなドライバを収容する場合、より軟質のプラスチックを使用して
入口ダクトにある程度の融通性が得られるようにすることが望ましい場合があり、これに
対して、ケーシングが小さい場合、硬質のプラスチックを用いることが好ましい。ケーブ
ル案内は、プラスチック材料で作られている場合、代表的には、ドライバの周囲をケーシ
ングに封着するのを助けるある程度の弾性を提供する。その結果、この場合、一般的に言
えば、ドライバの後ろにガスケットまたはＯリングを用いる必要がない。
【００１７】
　本発明の別の観点によれば、ユーザの耳に装着するようになったケーシングを有するヘ
ッドホンまたはイヤホンが提供され、ケーシングは、ダイヤフラムを備えたドライバを包
囲するとともにドライバの後ろに密封気密キャビティおよびドライバの前に設けられてい
て音をユーザの耳にもたらすようになった音出口ダクトと連通したキャビティを構成し、
音出口ダクトは、断面積がダイヤフラムの断面積の１９％～３０％の絞りダクト部分を備
えている。
【００１８】
　上述したように絞りダクト部分は、最小断面積の音出口ダクトの部分である。ダイヤフ
ラムと絞りダクト部分の両方が円形断面のものである場合、この制約は、絞りダクト部分
の直径がダイヤフラムの直径の約４４～５５％であるという要件と等価であり、最適値は
、ダイヤフラム直径の約４９％である。
【００１９】
　好ましくは、ドライバは、ケーシングに封着される。ドライバは、例えば、この前側フ
ェースの周囲近傍と係合するシールにより締め付けられることによってケーシングに封着
されるのが良く、シールは、ドライバの前に位置するキャビティの端フェースとドライバ
のフェースとの間で圧縮される。確かなこととして、ドライバは、それぞれ前側フェース
および後側フェースに係合する２つのかかるシール相互間で締め付けられるのが良い。Ｏ
リングシールまたはガスケットが設けられるのが良く、かかるＯリングシールまたはガス
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ケットは、形状がドライバの外側形状に一致し、例えば、円形リング状であり、この場合
、ケーシングとドライバは、円筒形である。これらのことにより、ドライバは、全体とし
て、ケーシング内で振動せずまたはがたつかないようになる。
【００２０】
　ドライバの前に位置するキャビティ、すなわち前側キャビティは、深さが３ｍｍ未満で
あるのが良く、ケーシングは、好ましくは、前側キャビティの深さを最小限に抑えるよう
配置されているが、明らかなこととして、前側キャビティの端壁は、ドライバからの音の
伝達を妨げるほど密接していてはならない。
【００２１】
　ドライバの後ろに位置する気密キャビティ（すなわち、後側キャビティ）もまた、深さ
が３ｍｍ未満であるのが良く、好ましくは深さが２ｍｍ以下である。前側キャビティの場
合と同様、ドライバは、圧縮シールによって後側キャビティの反対側の端から間隔を置い
て配置されるのが良く、その結果、圧縮シールの厚さは、後側キャビティの深さを定める
。後側キャビティは、前側キャビティと同一深さのものであっても良く、あるいは、前側
キャビティよりも深くなくても良い。理解されるように、ドライバは、代表的には、ダイ
ヤフラムの後ろに位置する少なくとも１つの通気穴を有し、この通気穴は、ドライバの後
ろの気密キャビティ、すなわち後側キャビティと連通し、したがって、ドライバ内に位置
するがダイヤフラムの後ろに位置する自由空間と連通状態にある。極端な場合、後側キャ
ビティは、したがって、ゼロ深さのものであっても良く、それによりドライバの後部を封
止するに過ぎないものであっても良く、その結果、ダイヤフラムの後ろに位置するドライ
バ内の自由空間は、気密状態になる。しかしながら、ドライバの後部に電気接点を作るこ
とが通常は必要なので、代表的には、所要の電気接続部を収容するのに十分に深いが、こ
れよりも深くはない後側キャビティを提供することが有利である。電気接続部は、上述し
たようなケーブル案内を用いるのが良い。
【００２２】
　音出口ダクトの絞りダクト部分をドライバの後ろに位置する気密キャビティと組み合わ
せて設けることにより、ダイヤフラムの前側内とダイヤフラム後側の両方の圧力増大が生
じそうであり、これらが互いに打ち消しあうことが推定される。これは驚くべきこととし
て、ドライバの動作範囲を拡大することが判明しており、したがって、これにより例えば
２０Ｈｚ～２０ｋＨｚの可聴周波数範囲全体にわたる線形応答を提供することができる。
使用中、ヘッドホンまたはイヤホンが耳に当てて保持されまたは耳の中に保持されると、
音出口ダクトが耳それ自体によって画定されまたは耳それ自体の中に位置する密閉空間中
に通じるので、ダイヤフラムの後ろの圧力とダイヤフロム前の圧力の釣り合いが効果的に
得られることが推定される。絞りダクト部分の横断面積がダイヤフラムの横断面積の３０
％を超える場合、低音周波数と高音周波数の両方の再現の有効性が低くなり、これに対し
、絞りダクト部分の断面積がダイヤフラムの断面積の１９％未満である場合、おそらくは
過剰の音圧に起因して低音と高音のゆがみが生じる。
【００２３】
　本発明の別の観点によれば、ユーザの耳に装着するようになったケーシングを有するヘ
ッドホンまたはイヤホンが提供され、ケーシングは、ドライバ位置決めキャビティまたは
チャンバを備え、このキャビティまたはチャンバの少なくとも一部分は、円筒形であり、
ヘッドホンまたはイヤホンは、チャンバの円筒形部分内に配置されたダイヤフラム付きの
ドライバを有し、したがって、ドライバの後ろには後側キャビティが設けられるとともに
ドライバの前側には前側キャビティが設けられ、前側キャビティは、音をユーザの耳にも
たらすようになった前側出口ダクトと連通し、前側出口ダクトは、ダイヤフラムの断面積
よりも小さい断面積を有する前側絞りダクト部分を備え、後側キャビティは、ダイヤフラ
ムの断面積よりも小さい断面積を有する後側絞りダクト部分を備えた後側出口ダクトと連
通し、後側出口ダクトとチャンバの円筒形部分と、前側出口ダクトは、同軸であり、後側
出口ダクトと前側出口ダクトは、互いに整列し、前側絞りダクト部分と後側絞りダクト部
分は、同一の断面積を有する。



(7) JP 2018-511273 A 2018.4.19

10

20

30

40

50

【００２４】
　好ましくは、ドライバは、その前側フェースの周囲近傍に係合する弾性要素で締め付け
られ、弾性要素は、ドライバと前側キャビティの端フェースの間で圧縮される。また、ド
ライバの後側フェースの周囲近傍と係合した弾性要素もまた設けられるのが良く、その結
果、ドライバは、２つのかかる弾性要素相互間で締め付けられる。弾性要素は、弾性をも
たらすＯリングまたはガスケットから成るのが良い。
【００２５】
　本発明の各観点では、長い軸方向長さを提供するよう少なくとも１つの弾性要素が剛性
であるアイテムと弾性であるアイテムを組み合わせることができる。それ故、Ｏリングま
たはガスケットは、ドライバのフェースと接触状態にあっても良く、あるいは、剛性要素
、例えば金属リングまたはワッシャによりドライバのフェースから間隔を置いて配置され
ても良い。ドライバは、弾性要素のうちの少なくとも１つによってケーシングに効果的に
封着されるのが良い。弾性要素は、ドライバが全体としてケーシング内で振動せずまたは
がたつかないようにする。
【００２６】
　本発明の各観点では、ドライバは、圧縮シールによって前側キャビティの反対側の端か
ら間隔を置いて設けられるのが良く、その結果、圧縮シールの厚さが前側キャビティの深
さを定めるようになる。各形式のケーシングでは、ドライバへの電気接続部が上述したよ
うなケーブル案内を用いて作られるのが良いことが理解されよう。
【００２７】
　絞りダクト部分は、各場合において、最も小さい断面積の出口ダクトの部分である。音
出口ダクトは、望ましくは、ダイヤフラムの幅全体からの音を絞りダクト部分中に効果的
に結合するためにドライバの最も近くに位置する端のところに設けられていて絞りダクト
部分まで先細になった幅広部分を有する。これは、直線テーパを有するのが良い。絞りダ
クト部分は、ダイヤフラムの断面積の２０％～２９％の断面積を有するのが良い。音出口
ダクトは、ドライバから見て最も遠くの端のところに幅広部分を更に有するのが良い。
【００２８】
　後側出口ダクトと前側出口ダクトの両方が提供される場合には、かかる出口ダクトまた
はかかる出口ダクトが１つだけ設けられる場合には音出口ダクトは、代表的には、各々が
ドライバ位置決めキャビティの円筒形部分の長手方向軸線を中心とする回転面である表面
によって定められる。各場合、出口ダクトは、円筒形であっても良くまたはこれらの長さ
に沿って直径が変化していても良く、例えば、一端または各端のところに直線またはベル
形テーパを有しても良い。この出口ダクトまたは各出口ダクトがドライバ位置決めキャビ
ティと連通する場合、望ましくは、出口ダクトの長手方向軸線に対して４０°～５０°、
例えば４５°の角度をなして傾けられる場合のあるテーパ付き移行部が設けられる。各場
合において、絞りダクト部分は、直線テーパまたはベル形テーパを有するのが良い。また
、ドライバから見て最も遠くの端には幅広部分が設けられるのが良い。
【００２９】
　後側出口ダクトと前側出口ダクトの両方が設けられる実施形態では、後側キャビティは
また、深さが３ｍｍ未満であるのが良く、好ましくは深さが２ｍｍ以下である。前側キャ
ビティの場合と同様、ドライバは、圧縮シールによって後側キャビティの端から間隔を置
いて設けられ、その結果、圧縮シールの厚さが後側キャビティの深さを定めることができ
るようになっている。後側キャビティは、前側キャビティと同一深さのものであっても良
く、あるいは、前側キャビティよりも深さが小さくても良い。上述したように、ドライバ
は、代表的には、ダイヤフラムの後ろに位置していて後側キャビティと連通した少なくと
も１つの通気穴を有することが理解され、したがって、後側キャビティは、ドライバ内に
位置するがダイヤフラムの後側に位置する自由空間と連通状態にある。ドライバの後部に
電気接点を作ることが通常は必要であり、従って、代表的には、少なくとも所要の電気接
続部を収容するのに十分に深い後側キャビティを提供することが有利である。後側出口ダ
クトは、望ましくは、ドライバの後部からの音を絞りダクト部分中に効果的に結合するた
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めにドライバの最も近くに位置する端のところに設けられていて絞りダクト部分まで先細
になった幅広部分を有する。絞りダクト部分は、直線テーパまたはベル形テーパを有する
のが良い。後側出口ダクトは、ドライバから最も遠く離れた端のところに幅広部分を更に
有するのが良い。
【００３０】
　一実施形態では、前側出口ダクトと後側出口ダクトは、同一の長手方向輪郭形状を有す
る。
【００３１】
　出口ダクトをドライバの前後に対称に配置することによりドライバの動作に有益な作用
が提供され、それにより可聴周波数範囲全体、例えば２０Ｈｚ～２０ｋＨｚにわたってよ
り一貫した応答が保証される。
【００３２】
　本発明の各観点では、ケーシングは、動作中実質的に剛性でなければならず、したがっ
て、ドライバは、確実に定位置に保持され、ケーシングは、振動しない。ケーシングは、
例えば、アルミニウム、ステンレス鋼またはチタンで作られるのが良く、ただし、他の材
料の使用もまた適している場合がある。ドライバは、上述したように２つの互いに反対側
のシールによってケーシング内に支持されるのが良い。ドライバの後ろに気密キャビティ
が設けられる実施形態では、この特徴および更に剛性ケーシングは、ヘッドホンまたはイ
ヤホンの後部からは音が出ないようにする。
【００３３】
　ヘッドホンの場合、ケーシングは、代表的には、ユーザの頭の上のストラップによって
支持され、かかるケーシングは、イヤクッションまたはフォームパッドを備えるのが良い
。イヤホンの場合、ケーシングは、代表的には、イヤホンについて通常用いられているよ
うに外耳道に密着するフォームバッドまたはイヤホン先端部を備える。
【００３４】
　次に、添付の図面を参照して本発明について更に具体的に説明するが、これは例示であ
るに過ぎない。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明のイヤホンの縦断面図である。
【図２】図１の矢印Ａの方向に見たイヤホンの端面図である。
【図３】図１のイヤホンに関する周波数につれた音圧レベルの変化の実験測定値のグラフ
図である。
【図４】本発明のヘッドホンの縦断面図である。
【図５】本発明の別のイヤホンの縦断面図である。
【図６】本発明の別のヘッドホンの縦断面図である。
【図７】イヤホン用のケーシングの改造例の縦断面図である。
【図８】イヤホン用のケーシングの別の改造例の縦断面図である。
【図９】図５のイヤホンの改造例の断面図である。
【図１０】図９の矢印Ｂの方向に見た図であり、ケーブル案内だけを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　図１を参照すると、イヤホン１０が内径５．１ｍｍの内側円筒形チャンバ１３を画定す
る外径７．０ｍｍの全体として円筒形のチタンケーシング１２を有する。ケーシング１２
の一端のところには雌ねじ付き部分１４が設けられ、雄ねじ付きプラグ１５がこのねじ山
付き部分１４に係合してチャンバ１３のその端を塞いでいる。ケーシングは、他端のとこ
ろには、外径の小さな突出部分１６を備え、この突出部分１６は、短いテーパ付き部分１
９を経て内部円筒形チャンバ１３と連通する内径２．２ｍｍの軸方向ボア１８を備え、し
たがって、チャンバ１３のその端のところには内側段部２０が設けられている。
【００３７】
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　円筒形チャンバ１３内には、２つのＯリング２３，２４相互間で締め付けられた音響ド
ライバ２２が設けられ、一方のＯリング２３は、ドライバ２２の前側フェースと内側段部
２０との間に位置し、他方のＯリング２４は、ドライバ２２の後側フェースとねじ山付き
プラグ１５との間に位置している。各Ｏリング２３，２４は、厚さが１ｍｍであり、各Ｏ
リングは、直径３ｍｍの中央孔を備えている。この実施例では、ねじ山付き部分１４の長
さに沿ってケーシング壁を貫通したスロット２５が設けられ、ドライバ２２に接続されて
いる電気ケーブル２６がＯリング２４に設けられた対応の隙間としての切れ目およびスロ
ット２５の端を通って突き出ている改造例では、スロット２５が設けられなくても良く、
その代わり、電気ケーブルは、ねじ山付きプラグ１５の中央に設けられた穴を通過する可
能性がある。
【００３８】
　音響ドライバ２２は、ダイヤフラム（図示せず）を有し、このドライバは、ダイナミッ
クドライバであり、すなわち、ダイヤフラムが永久磁石の磁場においてボイスコイルによ
って動かされる。ダイヤフラムは、有孔金属カバーによって保護された状態でドライバ２
２の前側フェースの近くに位置する。かかるドライバは、公知であり、例えば、かかる１
つのドライバは、シェンツェン・ビーティーエックス・エレクトロニクス有限会社（Shen
zhen BTX Electronics Co Ltd.）によって製造されている。ダイヤフラムは、この場合、
直径が４．４７ｍｍである。ドライバ２２は、ダイヤフラムの後部周りに設けられた保護
カバーを更に有し、保護カバーは、少なくとも１つの小穴を有する。理解されるように、
ドライバは、異なる形式のもの、例えばバランスドアーマチュア（balanced armature ）
型、扁平磁気型、または静電型のものであって良く、ドライバおよびそのダイヤフラムの
サイズは、本明細書において説明したサイズと異なっていても良い。
【００３９】
　かくして、イヤホン１０は、Ｏリング２３を円筒形チャンバ１３中に挿入し、次に電気
ケーブル２６がスロット２５を通って突き出た状態でドライバ２２を挿入することによっ
て組み立て可能であることが理解されよう。Ｏリング２３は、ドライバの有孔金属カバー
の小穴のうちのどれも塞ぐことはない。この場合、Ｏリング２４は、電気ケーブル２６が
Ｏリング２４に設けられた対応したサイズの隙間としての切れ目を通過した状態で定位置
に配置され、次にねじ山付きプラグ１５を定位置にきつくねじ込む。ドライバ２２を２つ
の圧縮Ｏリング２３，２４相互間に固定的にかつしっかりと保持する。ドライバ２２の後
ろに位置する円筒形チャンバ１３の部分、すなわちドライバ２２とねじ山付きプラグ１５
との間に位置する部分をＯリング２４およびケーブル２６の圧縮によって気密状態にする
。したがって、この気密空間の深さは、圧縮Ｏリング２４の厚さであるに過ぎず、この厚
さは、この場合、１．０ｍｍであり、気密空間の直径は、ほぼＯリング２４の内径であり
、これは、３ｍｍである。
【００４０】
　イヤホン１０の使用にあたり、突出部分１６は、フォームイヤバッド、例えば形状記憶
フォームイヤバッド（図示せず）を備え、この突出部分をユーザの外耳道中に挿入して軸
方向ボア１８がユーザの外耳道に直接結合されるようにする。ドライバ２２の前側フェー
スから出ている音は、Ｏリング２３の内周部によって画定される空間を通り、次に短いテ
ーパ付き部分１９を通って軸方向ボア１８中に進み、この軸方向ボア１８の多端部がユー
ザの耳に結合されている。軸方向ボア１８は、明らかなこととして、イヤホン１０から出
た音のたどる経路の最も幅の狭いまたは細い部分であり、したがって、この軸方向ボアは
、絞りダクト部分として作用する。軸方向ボア１８を設けることでこの絞りダクト部分を
提供することによって、ドライバ２２が２０Ｈｚ～２０ｋＨｚの可聴範囲全体にわたって
線形動作することができるので、ドライバ２２の大幅に改善された周波数応答を達成する
ことが判明した。
【００４１】
　次に図３を参照すると、これは、上述したイヤホン１０に関し、周波数ｆ（１オクター
ブの１／４８にわたって平滑化されている）につれてデシベルで表わされた音圧レベルＰ
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の変化に関するグラフで表わされた実験データを示している。これら測定値は、イヤホン
１０をマイクロホンに直接封着することによって取られた。試験機器は、１６ｋＨｚを超
える十分に満足のいく測定値を与えることはなく、より正確な測定値は、試験ヘッドを用
いて得ることができる場合がある。それにもかかわらず、このグラフ図からは、音圧レベ
ルＰが可聴周波数ｆの広い範囲にわたって実質的に一貫していることが明らかである。
【００４２】
　イヤホン１０は、波形のゆがみを何ら生じさせないで可聴周波数範囲全体にわたって線
形応答を提供することができるということが判明した。音がより正確に生じるだけでなく
、イヤホン１０は、長期間にわたる装用にとって快適であり、しかもユーザは、自分の耳
がイヤホン１０で一日中聞き続けた後であっても爽快さを感じるという報告をしたことが
判明した。
【００４３】
　また、本発明は、ヘッドホンに等しく利用できることが理解されよう。この場合、ドラ
イバおよびケーシングは、代表的には、かなり大径であり、例えば、ドライバは、直径２
５ｍｍ、３５ｍｍまたは５０ｍｍのものであり、ケーシングは、これよりも大きな直径、
代表的には３～６ｍｍ以上のものである。上述したように、ケーシングは、断面積がダイ
ヤフロムの断面積の１９％～３０％である軸方向ボア１８と均等である絞りダクト部分を
備えなければならない。特定のドライバおよびダイヤフラムに関し、絞りダクト部分の最
適サイズは、実験によって見いだされるのが良いが、代表的には、ダイヤフロムの断面積
の２０％～２８％であり、したがって、代表的には、ダイヤフラムの直径の０．４５～０
．５３倍の直径のものである。例えば、直径３３ｍｍのダイヤフラムを備えた直径３５ｍ
ｍのドライバの場合、例えば、代表的には、絞りダクト部分は、１４．８ｍｍ～１７．５
ｍｍの直径のものであろう。
【００４４】
　次に図４を参照すると、かかるヘッドホン３０が断面図で示されている。ヘッドホン３
０は、内径４０．５ｍｍの内側円筒形チャンバ３３を画定する外径５０ｍｍの全体として
円筒形のアルミニウムケーシング３２を有する。ケーシング３２は、一端のところに、雌
ねじ的部分３４を備え、ねじ山付きプラグ３５がこのねじ山付き部分３４に係合してチャ
ンバ３３のその端を塞いでいる。ケーシング３２は、他端に、内径１７．０ｍｍの円筒形
孔３８を画定する外部フランジ３６および内部フランジ３７を備えている。内部フランジ
３７の内側フェースは、テーパ付き部分３９を有し、この内側フェースは、チャンバ３３
のその端のところに内側段部４０を更に備えている。軟質弾性材料のリング状イヤクッシ
ョン４２が外部フランジ３６に取り付けられ、このイヤクッションは、ヘッドホン３０の
使用中、ユーザの頭の側部に当たるようになる。
【００４５】
　円筒形チャンバ３３内には、外径４０ｍｍの全体として平べったい円筒形の音響ドライ
バ４４が設けられているが、この音響ドライバは、その後側フェースから突き出た円筒形
磁石４５を有する。ねじ山付きプラグ３５は、Ｏリング４６がドライバ４４の前側フェー
スと内側段部４０どの間で圧縮されている間、円筒形磁石４５に押し当たる。Ｏリング４
６は、厚さが１ｍｍであって外径が４０ｍｍであり、したがって、このＯリングは、ドラ
イバ４４の前側フェースの周囲に隣接して位置する。この実施例では、ケーシング壁を貫
通するとともにドライバ４４の後側フェースの後ろで円筒形チャンバ３３と連通した穴４
７が設けられ、電気ケーブル（図示せず）がドライバ４４への電気的接続のためにこの穴
を通ることができる。
【００４６】
　Ｏリング４６は、別個の部品であるものとして示されているが、このＯリングは、変形
例として、音響ドライバ４４の前側フェースに設けられた突出リムを形成するものであっ
ても良い。音響ドライバ４４は、ダイヤフラム（図示せず）を含み、この音響ドライバは
、ダイナミックドライバであり、すなわち、ダイヤフラムは、磁石４５の磁場内でボイス
コイルによって動かされる。ダイヤフラムは、有孔金属カバーによって保護された状態で
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ドライバ４４の前側フェースの近くに位置する。ダイヤフラムは、この場合、３５ｍｍの
直径を有する。ドライバ４４は、ダイヤフラムの後部の周りに設けられた保護カバーを更
に有し、保護カバーは、少なくとも１つの小穴を有する。理解されるように、ドライバは
、異なる形式のもの、例えばバランスドアーマチュア型、扁平磁気型、または静電型のも
のであって良く、ドライバおよびそのダイヤフラムのサイズは、本明細書において説明し
たサイズと異なっていても良い。
【００４７】
　Ｏリング４６を円筒形チャンバ３３（もしこれが別個の部品であれば）中に挿入し、次
にドライバ４４を挿入し、そして次に電気ケーブルを穴４７に通して導入して電気ケーブ
ルをドライバ４４に接続することによって、ヘッドホン３０を組み立てることができる。
Ｏリング４６は、ドライバの有孔金属カバーの小穴のうちのどれも塞ぐことはない。ねじ
山付きプラグ３５を挿入して締め付ける。ドライバ４４の後ろに位置する円筒形チャンバ
３３の部分、すなわちドライバ４４とねじ山付きプラグ３５との間に位置する部分をＯリ
ング４６の圧縮によって気密状態にする。この気密空間の深さは、磁石４５の保護部分の
厚さであり、これは、この場合、２ｍｍである。
【００４８】
　ヘッドホン３０の使用にあたり、イヤクッション４２は、音の漏れを阻止し、したがっ
て、音は、ユーザの耳にもたらされる。ドライバ４４の前側フェースから出た音は、内部
フランジ３７のテーパ付き部分３９によって画定されたテーパしている空間を通らなけれ
ばならず、次に円筒形孔３８を通らなければならない。この円筒形孔３８は、明らかなこ
ととして、ヘッドホン３０から出た音のたどる経路の最も幅の狭いまたは細い部分であり
、したがって絞りダクト部分として作用し、かくして音出力が可聴範囲全体にわたってよ
り一様でかつ一貫しているという上述したのと同一の利点が提供される。この改良は、ド
ライバ４４の前の絞りダクト部分３８およびドライバ４４の後ろに位置する気密キャビテ
ィの存在の結果として生じるダイヤフラムの前後に位置するキャビティ内の圧力の変化は
、互いに打ち消し合う。
【００４９】
　ヘッドホン３０の改造例では、磁石４５は、プラグ３５に接触せず、その代わり、ドラ
イバ４４の後側フェースとプラグ３５のフェースの周囲の近くとの間に圧縮されたＯリン
グ（図示せず）が設けられ、このＯリングは、ケーブルを通すための穴４７と整列した切
欠きまたは隙間を備える。
【００５０】
　上述した実施形態は、気密の後側キャビティを有する。変形実施形態は、後側キャビテ
ィと連通した軸方向後側出口ダクトを備え、これについて以下に説明する。特徴のうちの
多くは、上述した特徴と同一であり、これらの多くの特徴は、同一の参照符号で示される
。
【００５１】
　図５を参照すると、イヤホン５０は、内径５．１ｍｍの内側円筒形チャンバ１３を画定
する外径７．０ｍｍの全体として円筒形のチタンケーシング１２を有する。ケーシング１
２は、一端に、雌ねじ付き部分１４を有し、ねじ山付きプラグ５２がこのねじ山付き部分
１４に係合する。ねじ山付きプラグ５２は、短いテーパ付き部分５５を経て内側円筒形チ
ャンバ１３と連通した内径２．２ｍｍの軸方向ボア５４を備える。ケーシング１２は、他
端に、外径の小さな突出部分１６を備え、この突出部分１６は、短いテーパ付き部分１９
を経て内側円筒形チャンバ１３と連通した内径２．２ｍｍの軸方向ボア１８を備える。短
いテーパ付き部分５５，１９の各々の最も幅の広い端は、直径２．６ｍｍである。したが
って、チャンバ１３の前側端部のところには内側段部２０が設けられている。理解される
ように、矢印Ａの方向に見たイヤホン５０の見た目は、図２に示されている見た目と同一
である。
【００５２】
　円筒形チャンバ１３内には、２つのＯリング２３，２４相互間に締め付けられた音響ド
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ライバ２２が設けられ、一方のＯリング２３は、ドライバ２２の前側フェースと内側段部
２０との間に位置し、他方のＯリング２４は、ドライバ２２の後側フェースと短いテーパ
付き部分５５を包囲しているねじ山付きプラグ５２のフェースとの間に位置する。欠くＯ
リング２３，２４は、厚さが１ｍｍであり、各Ｏリングは、直径３ｍｍの中央孔を備えて
いる。ねじ山付き部分１４の長さに沿ってケーシング壁を貫通してスロット２５が設けら
れ、ドライバ２２に接続されている電気ケーブル２６がＯリング２４に設けられた対応の
隙間としての切れ目およびスロット２５の端を通って突き出ている。
【００５３】
　音響ドライバ２２は、ダイヤフラム（図示せず）を有し、このドライバは、ダイナミッ
クドライバであり、すなわち、ダイヤフラムが永久磁石の磁場においてボイスコイルによ
って動かされる。ダイヤフラムは、有孔金属カバーによって保護された状態でドライバ２
２の前側フェースの近くに位置する。ダイヤフラムは、この場合、４．４７ｍｍの直径を
有する。ドライバ２２は、ダイヤフラムの後部周りに設けられた保護カバーを更に有し、
保護カバーは、少なくとも１つの小穴を有する。理解されるように、ドライバは、異なる
形式のもの、例えばバランスドアーマチュア型、扁平磁気型または静電型のものであって
良く、ドライバおよびそのダイヤフラムのサイズは、本明細書において説明したサイズと
異なっていても良い。
【００５４】
　かくして、イヤホン５０は、Ｏリング２３を円筒形チャンバ１３中に挿入し、次に電気
ケーブル２６がスロット２５を通って突き出た状態でドライバ２２を挿入することによっ
て組み立て可能であることが理解されよう。Ｏリング２３は、ドライバの有孔金属カバー
の小穴のうちのどれも塞ぐことはない。この場合、Ｏリング２４は、電気ケーブル２６が
Ｏリング２４に設けられた対応したサイズの隙間としての切れ目を通過した状態で定位置
に配置され、次にねじ山付きプラグ５２を定位置にきつくねじ込む。ドライバ２２を２つ
の圧縮Ｏリング２３，２４相互間に固定的にかつしっかりと保持する。ドライバ２２の後
ろに位置し、すなわちドライバ２２とねじ山付きプラグ５２との間に位置する円筒形チャ
ンバ１３の部分内の圧力変動または音波は、軸方向ボア５４を通って伝搬することができ
、同じように、ドライバ２２の前に位置する円筒形チャンバ１３の部分内のドライバ内に
ドライバ２２によって生じた音波は、軸方向ボア１８を通ってユーザの耳の中に伝搬する
。
【００５５】
　Ｏリング２３とＯリング２４は、非円形断面形状（図示のように軸方向断面で見て）を
有しても良いことは理解されよう。例えば、これらＯリングに代えてネオプレンゴムワッ
シャまたはガスケットを用いても良く、ただし、ワッシャまたはガスケットの半径方向幅
がドライバ２２のフェースの相当多くの部分を妨げるほど大きくないことを条件とし、こ
の場合、各側の断面形状は、正方形または長方形であろう。他の材料、例えば成形シリコ
ーンの使用もまた適している。
【００５６】
　イヤホン５０の使用にあたり、突出部分１６は、フォームイヤバッド、例えば形状記憶
フォームイヤバッド（図示せず）を備え、この突出部分をユーザの外耳道中に挿入して軸
方向ボア１８がユーザの外耳道に直接結合されるようにする。ドライバ２２の前側フェー
スから出ている音は、Ｏリング２３の内周部によって画定される空間を通り、次に短いテ
ーパ付き部分１９を通って軸方向ボア１８中に進み、この軸方向ボア１８の多端部がユー
ザの耳に結合されている。軸方向ボア１８は、明らかなこととして、イヤホン５０から出
た音のたどる経路の最も幅の狭いまたは細い部分であり、従って、この軸方向ボアは、絞
りダクト部分として作用する。同様に、軸方向ボア５４は、ドライバ２２の後部から伝搬
する音のための経路の最も幅の狭いまたは細い部分であり、従って絞りダクト部分として
作用する。軸方向ボア５４，１８は、互いに整列する。と言うのは、これら軸方向ボアは
両方とも円筒形チャンバ１３と同軸であり、しかも同一直径のものだからである。同一直
径の２つの軸方向に整列した絞りダクト部分を設けると、ドライバ２２が２０Ｈｚ～２０
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ｋＨｚの可聴範囲全体にわたって線形動作することができるので、ドライバ２２の大幅に
改善された周波数応答を達成することが判明した。
【００５７】
　上述したイヤホン１０，５０を種々の仕方で改造することができることは理解されよう
。例えば、ケーシング１２は、異なる材料、例えばアルミニウムまたは硬質の非金属材料
、例えばエンジニアリングプラスチックのものであっても良い。寸法もまた与えられてい
るが、これは例示であるに過ぎない。テーパ付き部分１９の勾配および長さは、図示の勾
配および長さとは異なっていても良く、段部２０は、別のサイズのものであって良く、例
えば、Ｏリング２３の厚さ以下である。明らかなこととして、内側円筒形チャンバ１３の
直径は、ドライバ２２のサイズに合うようなものでなければならず、したがって、ドライ
バが大型の場合、チャンバの内径もまた、それに対応して大きいであろう。
【００５８】
　また、上述のイヤホン１０または５０に関して、Ｏリング２３，２４の厚さは、ドライ
バ２２のフェースと内側チャンバ１３の対応の端フェースとの間の距離を定めることは理
解されよう。ドライバ２２のフェースと内側チャンバ１３の端フェースとの間に大きな距
離が必要である場合、これは、より厚いＯリングを使用するか、またはＯリング２３，２
４と別のリング型アイテム、例えば第２のＯリングもしくは硬質材料のリングを組み合わ
せるかのいずれかによって達成できる。各場合において、各Ｏリングに代えてゴムワッシ
ャまたはガスケットを用いることができる。
【００５９】
　イヤホン５０は、波形のゆがみを何ら生じさせないで可聴周波数範囲全体にわたって線
形応答を提供することができるということが判明した。音がより正確に生じるだけでなく
、長期間にわたる装用にとって快適であり、しかもユーザは、イヤホン５０で一日中聞き
続けた後であっても自分の耳が爽快さを感じるという報告をしていることが判明しており
、すなわち、ユーザは、丸一日中の使用であっても耳の疲労感が少ないことを報告してい
る。
【００６０】
　また、本発明は、ヘッドホンに等しく利用できることが理解されよう。この場合、ドラ
イバおよびケーシングは、代表的には、かなり大径であり、例えば、ドライバは、直径２
５ｍｍ、３５ｍｍまたは５０ｍｍのものであり、ケーシングは、これよりも大きな直径、
代表的には３～６ｍｍ以上のものである。上述したように、ケーシングは、軸方向ボア５
４と均等である絞りダクト部分および軸方向ボア１８と均等である整列状態の絞りダクト
部分を備えなければならない。
【００６１】
　次に図６を参照すると、かかるヘッドホン６０が断面図で示されている。ヘッドホン６
０は、内径４０．５ｍｍの内側円筒形チャンバ３３を画定する外径５０ｍｍの全体として
円筒形のアルミニウムケーシング３２を有する。ケーシング３２は、一端のところに、雌
ねじ的部分３４を備え、ねじ山付きプラグ６２がこのねじ山付き部分３４に係合してチャ
ンバ３３のその端を塞いでいる。ケーシング３２は、他端に、外部フランジ３６および内
部フランジ３７を備えている。内部フランジ３７の内側フェースは、テーパしたダクト部
分３９を有し、この内側フェースは、チャンバ３３のその端のところに内側段部４０を更
に備えている。テーパしているダクト部分３９は、内径１７．０ｍｍの円筒形孔またはボ
ア３８と連通している。軟質弾性材料のリング型イヤクッション４２が外部フランジ３６
に取り付けられ、このリング型イヤクッションは、ヘッドホン６０の使用中、ユーザの頭
の側部に当たる。円筒形孔またはボア３８は、内側円筒形チャンバ３３と同軸である。
【００６２】
　ねじ山付きプラグ６２は、円筒形チャンバ３３中に通じるテーパ付き部分６５と連通し
た内径１７．０ｍｍの円筒形孔またはボア６４を備え、ねじ山付きプラグ６２の周囲の隣
に位置していてテーパ付き部分６５の開口端を包囲する環状フェース６６が設けられてい
る。テーパ付き部分６５は、テーパしているダクト部分３９と同じ直径を有し、円筒形孔
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またはボア６４は、円筒形孔３８と整列する。
【００６３】
　円筒形チャンバ３３内には、外径４０ｍｍの全体として平べったい円筒形の音響ドライ
バ４４が設けられているが、この音響ドライバは、その後側フェースから突き出た円筒形
磁石４５を有する。これまた外径４０ｍｍの金属リング６７が音響ドライバ４４の後ろに
位置し、Ｏリング６８がドライバ４４の後面とねじ山付きプラグ６２に設けられた環状フ
ェース６６との間で圧縮されている。同様に、Ｏリング４６は、ドライバ４４の前側フェ
ースと内側段部４０との間で圧縮されている。Ｏリング４６，６８は、各々厚さが１ｍｍ
であって外径が４０ｍｍであり、したがって、これらＯリングは、円筒形チャンバ３３の
周囲に隣接して位置するようになる。この実施例では、ケーシング壁を貫通しかつドライ
バ４４の後側フェースの後ろに位置する円筒形チャンバ３３と連通した穴４７が設けられ
、電気ケーブル（図示せず）がドライバ４４への電気的接続のためにこの穴４７を通過す
るのが良い。
【００６４】
　Ｏリング４６は、別個の部品であるものとして示されているが、このＯリングは、変形
例として、音響ドライバ４４の前側フェースに設けられた突出リムを形成するものであっ
ても良い。同様にＯリング６８は、別個の部品であるものとして示されているが、このＯ
リングは、変形例として、金属リング６７フェースに設けられた突出弾性リムを形成する
ものであっても良い。音響ドライバ４４は、ダイヤフラム（図示せず）を含み、この音響
ドライバは、ダイナミックドライバであり、すなわち、ダイヤフラムは、磁石４５の磁場
内でボイスコイルによって動かされる。ダイヤフラムは、有孔金属カバーによって保護さ
れた状態でドライバ４４の前側フェースの近くに位置する。ダイヤフラムは、この場合、
３５ｍｍの直径を有する。ドライバ４４は、ダイヤフラムの後部の周りに設けられた保護
カバーを更に有し、保護カバーは、少なくとも１つの小穴を有する。理解されるように、
ドライバは、異なる形式のもの、例えばバランスドアーマチュア型、扁平磁気型、または
静電型のものであって良く、ドライバおよびそのダイヤフラムのサイズは、本明細書にお
いて説明したサイズと異なっていても良い。
【００６５】
　Ｏリング４６を円筒形チャンバ３３（もしこれが別個の部品であれば）中に挿入し、次
にドライバ４４を挿入し、そして次に電気ケーブルを穴４７に通して導入して電気ケーブ
ルをドライバ４４に接続することによって、ヘッドホン６０を組み立てることができる。
Ｏリング４６は、ドライバの有孔金属カバーの小穴のうちのどれも塞ぐことはない。次に
、金属リング６７およびＯリング６８を挿入し、金属リング６７は、電気ケーブルを通す
溝（図示せず）を備えている。次に、ねじ山付きプラグ６２を挿入して締め付けてＯリン
グ４６，６８が圧縮されるようにする。
【００６６】
　ヘッドホン６０の使用にあたり、イヤクッション４２は、音漏れを阻止し、したがって
、音がユーザの耳にもたらされる。ドライバ４４の前側フェースから出た音は、内部フラ
ンジ３７のテーパしたダクト部分３９を通らなければならず、次に円筒形孔またはボア３
８を通らなければならない。同様に、ドライバ４４の後側フェースから出た圧力波または
音は、テーパ付き部分６５および円筒形孔またはボア６４を通らなければならない。円筒
形孔３８，６４は、明らかなこととして、ヘッドホン６０から出た音のたどる経路の最も
幅の狭いまたは細い部分であり、したがって絞りダクト部分として作用し、したがって音
出力が可聴周波数範囲にわたってより一様でかつ一貫しているという上述したのと同じ利
点が得られる。
【００６７】
　ドライバ４４の前側フェースと円筒形チャンバ３３の端のところの内側段部４０との間
の距離は、Ｏリング４６の厚さによって定められることが理解されよう。ドライバ４４の
周囲の後側フェースとねじ山付きプラグ６２の環状フェース６６との間の距離は、これよ
りも幾分大きく、その理由は、この距離は、金属リム６７とＯリング６８との組み合わせ
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の厚さによって定められるからである。一実施形態では、金属リング６７を省いても良く
、そうすると、ドライバ４４の周囲の後側フェースとねじ山付きプラグ６２との間の距離
が減少し、この改造例では、円筒形磁石４５は、テーパ付き部分６５中に僅かに突き出る
ことになる。別の改造例では、第２のリング６７をＯリング４６に隣接して挿入するのが
良く、したがって、ドライバ４４の前側フェースと円筒形チャンバ３３の端との間の距離
が増大する。また、上述したイヤホン１０，５０の場合と同様、Ｏリング４６，６８に代
えてゴムガスケットまたはワッシャを用いることができる。確かなこととして、Ｏリング
が記載されている各場合において、Ｏリングに代えてゴムガスケットまたはワッシャ、例
えばゴム代替材料、例えば成形シリコーンで作られていて例えば厚さが代表的には０．３
ｍｍ～５ｍｍ、例えば０．５ｍｍの平ワッシャまたはガスケットを用いても良い。
【００６８】
　イヤホン５０とヘッドホン６０の両方に関し、音質がドライバと同軸である同一直径の
２つの整列した出口、すなわち、イヤホン５０の軸方向ボア５４，１８、ヘッドホン６０
の円筒形孔６４，３８を提供することによって高められるということが判明した。これと
は対照的に、例えば後側出口（すなわち、軸方向ボア５４または円筒形孔６４）が円筒形
チャンバ１３または３３と同軸ではない場合、これにより、非常に不良な音質が生じる。
非同軸出口によりドライバ全体にわたって非対称の圧力分布が生じ、これが音質にとって
有害であることが推定される。
【００６９】
　イヤホン１０，５０に関し、突出部分１６は、軸方向ボア１８に通じる短いテーパ付き
部分１９を備えた音出口ダクトを構成する。ボア１８の長手方向軸線に対するテーパの角
度は、好ましくは４０°～５０°であり、両方のこれらの場合において、４５°である。
次に図７を参照すると、これは、短いテーパ付き部分１９が上記において示したテーパ付
き部分よりも著しく長い改造型突出部分１６ａを有する点においてのみケーシング１２と
は異なっているイヤホン７０用のケーシング７２の部分図であり、ただし、この場合もま
た、このテーパ付き部分１９は、テーパ角４５°をなしている。突出部分１６ａの外側端
部のところにおいて、軸方向ボア１８は、幅広部分７４中に開口し、この幅広部分７４も
また、軸線に対して４５°の角度をなす直線テーパを有し、その結果、軸方向ボア１８は
、これに対応して短い。
【００７０】
　音出口ダクトは、望ましくは、テーパ付き部分を有するが、これは、円筒形部分８４が
設けられ、次に軸方向ボア１８に通じる短いテーパ付き部分１９が設けられている改造型
突出部分１６ｂを有する点においてのみケーシング１２とは異なっているイヤホン８０用
のケーシング８２の部分図であり、軸方向ボア１８は、外側端部のところで、短い長手方
向に湾曲したラッパ状部分８６と連通している。テーパ付き部分１９は、軸線に対して４
５°の角度をなす直線テーパを有する。音出口ダクトのこの形状は、イヤホン５０に示さ
れているプラグ５２の後側出口ダクトにおいて同等に適している。
【００７１】
　次に図９を参照すると、多くの点において、図５のイヤホン５０と同一であるイヤホン
９０が示されており、同一の特徴は、同一の参照符号で示されている。唯一の違いは、ケ
ーブル２６のための隙間を備えたＯリングシール２４を提供するのではなく、これとは異
なり、ケーブル２６をナイロンで作られたケーブル案内９２に通しているということにあ
る。分かりやすくするために、ケーブル２６は、ケーブル案内９２内には示されていない
。
【００７２】
　図９および図１０を参照すると、ケーブル案内９２は、ドライバ２２の後ろで円筒形キ
ャビティ１３内に同軸に嵌まり込む締め付けリング９４を備え、スタッド９５がこの締め
付けリングから半径方向に突き出ており、スタッド９５は、スロット２５中に嵌まり、こ
のスタッドは、円筒形ケーシング１２の外面に装着する台形部分９６を有する。入口ダク
ト９７がスタッド９５の長さ全体にわたって延びて締め付けリング９４の隣接部分を貫通
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、突出した丸形のハンプまたはこぶ状突起９８を備えている。それ故、ケーブル２６は、
入口ダクト９７を通り、そしてリング９４の中間部を貫通してドライバ２２の後部に達す
ることができ、そしてこのケーブルは、摩擦によって丸形こぶ状突起９８により締め付け
られる。
【００７３】
　ケーブル案内９２は、２つの互いに合致する部品、すなわち、入口ダクト９７の一方の
側部（図９に示されているような右側の側部）を構成するとともに締め付けリング９４の
一方のフェース（図９に示されているような右側のフェース）の弧状部分を構成するが、
弧状部分の端１０１（これらの端のうち１つだけが図９に示されている）相互間に周方向
隙間を生じさせる第１の部品１００および入口ダクト９７の他方の側部を構成するととも
に更に端１０１相互間の周方向隙間内に嵌まり込む突出部分１０３を含む締め付けリング
９４の残部を構成する第２の部品１０２を含む。２つの部品１００，１０２を互いに合わ
せると、それ故、締め付けリング９４は、実質的に連続した前側フェースおよび実質的に
連続した後側フェースを有する。
【００７４】
　それ故、組み立ての際、ケーブル２６内の電線をドライバ２２の後部に設けられている
端子にはんだ付けするのが良い。次に、ケーブル２６をケーブル案内９２の第１の部品１
００によって構成された入口ダクト９７の右側（図９に示されている）中に布設し、した
がって、弧状部分の２つの端１０１がケーブル２６の互いに反対側の側部で突き出る。次
に、ケーブル案内９２の第２の部品１０２を第１の部品１００と合わせ、したがって、突
出部分１０３が弧状部分の２つの端１０１相互間に嵌まって締め付けリング９４の右側フ
ェース（図９に示されている）を完成させ、次に、ケーブル２６を突出こぶ状突起によっ
て押しつぶすとともに締め付ける。次に、ねじ山付きプラグ５２をねじ山付き部分１４中
にねじ込んで締め付けリング９４がプラグ５２の前側フェースとドライバ２２の後側フェ
ースとの間で圧縮する。締め付けリング９４は、ドライバ２２の後側フェースの周囲全体
に沿ってぐるりと実質的に一様な圧縮状態をもたらす。さらに、ケーブル２６を入口ダク
ト９７内でこぶ状突起９８によって締め付け、その結果、ケーブル２６に加わる張力がケ
ーブル案内９２を通ってイヤホン９０に伝えられ、その結果、ケーブル２６内の電線とド
ライバ２２の端子との間の接続部またははんだ継手が張力を受けないようにする。
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